
平成19年度企業会計予算

地方公営企業法の適用を受け、企業会計方式で県が経営している事業は、次の３事業です。

企業会計は、一般会計が現金主義会計方式をとっているのと異なり、収益や費用の発生の

原因である取引きが行われた時点で記録整理する発生主義会計方式をとっており、「収益的収

支」（事業活動によって生じる料金等の収益と人件費、物件費その他の費用の経理）と、「資

本的収支」（施設、設備等の整備に関する収入や支出の経理）とに区分されています。

企業会計の本年度支出予算総額は、173億3,400万円で、前年度当初予算に比べ、5億863万

円、3.0％の減となっています。

平成19年度企業会計予算

（単位：千円、％）



１ 病院事業会計 県民の健康保持に必要な医療を行うため、精神医療センター（精神）、島

原病院（一般）の２病院を設置しています。

２ 港湾整備事業会計 長崎港湾漁港事務所において、港湾施設の整備及び臨海地域の総合

的開発を進めています。

３ 交通事業会計 県民の交通の利便を図り、本県の経済及び文化の向上に資するため「県

営バス」を経営しています。

各事業の業務予定量


